
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号

軌
道
法
施
行
令

内
閣
は
、
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
十
四
条
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

（
特
許
の
申
請
等
）

第
一
条
　
軌
道
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
特
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
及
び
図
面
を
添
え
て
、
所
管
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
同
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
申
請
書
の
副
本
並
び
に
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書

類
及
び
図
面
を
都
道
府
県
知
事
（
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
軌
道
を
敷
設
す
る
地
が
一
の
地
方
自
治
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）

の
区
域
内
の
み
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
の
長
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
条
　
所
管
地
方
運
輸
局
長
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
期
限
を
指
定

し
て
、
申
請
に
係
る
軌
道
が
敷
設
さ
れ
る
道
路
の
道
路
管
理
者
の
意
見
を
徴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
道
路
管
理
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
期
限
を
指

定
し
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
意
見
を
徴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
　
所
管
地
方
運
輸
局
長
は
、
前
条
第
一
項
の
意
見
の
答
申
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
同
項
の
期
限
が
到
来
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
第
一
条
第
一
項
の
申
請
書
に
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え

て
、
国
土
交
通
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
起
業
目
論
見
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
の
変
更
）

第
四
条
　
軌
道
経
営
者
は
、
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
起
業
目
論
見
書
の
記
載
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
の
特
許
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
を
、
所
管
地
方
運
輸
局
長
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
起
業
目
論
見
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
の
変
更
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽

微
な
変
更
に
該
当
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り

る
。

３
　
前
二
条
の
規
定
は
、
所
管
地
方
運
輸
局
長
が
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
で
あ
つ
て
、
変
更
し
よ

う
と
す
る
事
項
が
道
路
に
重
大
な
関
係
を
有
す
る
と
き
に
準
用
す
る
。

（
工
事
施
行
等
の
認
可
の
申
請
等
）

第
五
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
施
行
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
軌
道
経
営
者
は
、
申
請
書
に
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
及
び
図
面
を
添
え
て
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
、
且

つ
、
軌
道
を
敷
設
す
る
場
合
に
占
用
す
る
こ
と
と
な
る
道
路
又
は
河
川
に
関
す
る
占
用
面
積
図
を
都
道
府
県
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
が
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
準
用
す
る
。

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
軌
道
経
営
者
は
、
同
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
申
請
書
の
副
本
並
び
に
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
書
類
及
び
図
面
を
所
管
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
　
軌
道
経
営
者
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
施
行
の
認
可
を
受
け
た
後
、
同
項
の
規
定
に
よ

り
線
路
又
は
工
事
方
法
書
の
記
載
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
の
認
可
（
軌
道
法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限

に
属
す
る
事
務
で
都
道
府
県
が
処
理
す
る
も
の
等
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
第

一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
認
可
を
除
く
。
）
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
及
び
図
面
を
添
え
て
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由

し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
線
路
を
変
更
し
、
又
は
工
事
方
法
書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て

変
更
す
る
場
合
に
占
用
す
る
こ
と
と
な
る
道
路
又
は
河
川
に
関
す
る
占
用
面
積
図
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
線
路
又
は
工
事
方
法
書
の
記
載
事
項
の
変
更
が
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
該
当
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
都
道
府

県
知
事
に
届
け
出
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

３
　
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
が
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
で
あ
つ
て
、
変

更
し
よ
う
と
す
る
事
項
が
道
路
に
重
大
な
関
係
を
有
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
軌
道
経
営
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

申
請
書
の
副
本
並
び
に
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
及
び
図
面
を
所
管
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５
　
軌
道
経
営
者
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合
に
は
、
届
出
書
の
副
本
を
所
管
地
方
運
輸
局
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
五
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
規
定
す
る
道
路
又
は
河
川
の
管
理
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
提
出

を
受
け
た
占
用
面
積
図
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
の
二
　
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
軌
道
経
営
者
は
、
申
請
書
を
、
都
道
府
県

知
事
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
事
の
着
手
等
）

第
八
条
　
軌
道
経
営
者
は
、
工
事
施
行
の
認
可
に
係
る
工
事
に
着
手
し
、
又
は
こ
れ
を

し
ゆ
ん

竣

工
し
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
軌
道
経
営
者

は
、
申
請
書
を
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
道
路
管
理
者
に
よ
る
工
事
の
執
行
）

第
九
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
工
事
の
執
行
の
指
示
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
道
路
管
理
者
及
び
軌
道
経
営
者
の
意
見
を
徴
し
た
上
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
国

土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
工
事
設
計
書

二
　
工
費
予
算
書

三
　
工
費
負
担
調
書

第
十
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
工
事
の
設
計
、
着
手
及
び
竣
工
の
期
限
並
び
に
工

費
予
算
を
道
路
管
理
者
に
示
し
て
、
こ
れ
に
工
事
の
執
行
を
指
示
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
軌
道
経
営
者
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
工
事
を
竣
工
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
工
事
竣
工
調
書
及
び
工
費
精
算
書
を
作
成

し
て
都
道
府
県
知
事
及
び
軌
道
経
営
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
の
維
持
及
び
修
繕
の
指
示
を
す
る
場
合

並
び
に
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
原
状
回
復
の
工
事
の
指
示
を
す
る
場
合
に
は
、
工
事
の
設
計
、
着

手
及
び
竣
工
の
期
限
並
び
に
工
費
予
算
を
道
路
管
理
者
に
示
し
て
、
こ
れ
に
工
事
の
執
行
を
指
示
し
、
か
つ
、
そ

の
旨
を
軌
道
経
営
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
道
路
管
理
者
が
前
項
の
工
事
を
竣
工
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

第
十
一
条
の
二
　
法
第
八
条
第
二
項
（
法
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

裁
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
道
路
管
理
者
及
び
軌
道
経
営
者
は
、
申
請
書
を
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
国
土
交

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軌
道
敷
地
を
道
路
敷
地
と
す
る
場
合
）

第
十
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
が
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
軌
道
敷
地
を
自
ら
管
理
す
る
道
路
の
道
路
敷
地
と
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
軌
道
経
営
者
の
意
見
を
徴
し
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
以
外
の
道
路
管
理
者
は
、
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
軌
道
敷
地
を
道
路
敷
地
と
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
軌
道
経
営
者
の
意
見
を
徴
し
た
上
、
所
管
地
方
運
輸
局
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1



３
　
国
土
交
通
大
臣
以
外
の
道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
そ
の
事
由
及

び
区
間
並
び
に
軌
道
経
営
者
の
意
見
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
工
事
設
計
書
を
添
え
て
所
管
地
方
運
輸
局
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
軌
道
敷
地
を
道
路
敷
地
と
す
る
こ
と
と
し
た
と
き
、
又
は
国
土
交
通

大
臣
以
外
の
道
路
管
理
者
が
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
以
外
の
道

路
管
理
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
区
間
を
記
載
し
た
書
面
に
工
事
設
計
書
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
軌
道
経
営
者
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
輸
開
始
の
認
可
）

第
十
三
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
運
輸
開
始
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
軌
道
の
工
事
が
、
特
殊
設
計
を
含
む
軌
道
の
工
事
又
は
地
下
式
構
造
を
有
す
る
軌
道
の
工
事
そ
の
他
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
重
要
な
事
項
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
軌
道
の
工
事
に
つ
い
て
運
輸
上
支
障
が
な

い
か
ど
う
か
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
　
削
除

（
所
管
都
道
府
県
知
事
）

第
十
五
条
　
第
一
条
及
び
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
は
、
軌
道
を
敷
設
す
る
地
が
二
以

上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
軌
道
の
起
点
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知

事
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
件
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
五
条
か
ら
第

八
条
ま
で
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
事
件
が
発
生
し
た
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
と
す
る
。

（
関
係
都
道
府
県
知
事
へ
の
通
知
）

第
十
六
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
副
本
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
、
第
六

条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
若
し
く
は
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
、
又
は
第
六
条
第
二

項
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
件
が
他
の
都
道
府
県
知

事
が
管
轄
す
る
区
域
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
書
の
副
本
若
し
く
は
申
請
書
又
は
届
出
書
の
写

し
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
七
条
　
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
外
、
こ
の
政
令
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
。

（
事
務
の
区
分
）

第
十
八
条
　
第
一
条
第
二
項
、
第
五
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
、

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
、
第
七
条
か
ら
第

八
条
ま
で
、
第
十
一
条
の
二
並
び
に
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
六
日
政
令
第
一
七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定

に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
を
除

く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
に
限

る
。
）
及
び
新
潟
海
運
監
理
部
長

新
潟
運
輸
局
長

関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部
長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長

東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
九
月
一
七
日
政
令
第
二
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
軌
道
法
施
行
令
第
六
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
及
び
建
設
大
臣
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
に
係
る
処
分
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
〇
日
政
令
第
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
四
月
三
〇
日
政
令
第
一
六
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
七
日
政
令
第
三
三
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十

二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
又
は
旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

律
第
二
百
三
十
九
号
）
（
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
命
令
等
の
処
分
そ
の

他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
で
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係

る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
は
、
こ
の

政
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
新
た
に
当
該
行
政
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
者
の
し
た
処
分
等
の
行
為
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
一
〇
日
政
令
第
四
〇
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
鉄
道
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
の
政
令
で
定
め
る
日
（
平
成
十
二
年
三
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
五
日
政
令
第
八
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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